
第3回船員保険事業運営懇談会  

平成18年9月26日（火）10：00～  
於：厚生労働省第18～20会議室（17階）  

議 事 次 第  

1   開 会  

2   議 事  

（1） 事務的打合せのこれまでの経緯について  

（2） 船員保険制度見直しに関する問題点の整理について  

（3） その他  
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事務的打合せにおけるこれまでの検討経緯  
事務的打合せでの主な意見  

点  
一般使用者側  一般被保険者側   船舶所有者側  被保険者側  

〔失業部門〕  
1 適用対象年齢については、高齢化が進   

む船員の現状に鑑み、60歳から64歳   
までの者（65歳到達日の前日から65   

歳到達後も引き続き雇用される者を含   
む。）も被保険者とすることが適当では   

ないか。これにより、一般制度と同様の   
適用範囲になる。  

1・陸上には定年の定めがあるが、船   

員には定年の定めがない等の問題   
がある。  
・船員は船上で仕事と生活をする特   
殊な勤務形態であり、一定年齢に達   
して以降は働くのが難しい環境で   
あるという背景も、雇用保険制度と   
の相違点という点で関係あるので   
はないか。  
・船員の高齢者雇用政策がどうなる   
のか分からないため、現場の船員に   
対して、適用範囲が広がった場合の   
説明が困難。   

2 船員には短期雇用や日雇いとい   

う概念はない。  
2 短期雇用特例被保険者、日雇労働被保   

険者については、短期雇用や日雇いの労   
働者に対する保険適用を確保すること   
ができることから、船員にも適用するこ   
とが適当ではないか。   

3 給付の基礎となる貸金日額について   

は、一般制度と同様に失業前6ケ月の賃   

金の平均額とすることが適当ではない   

か。  

3 失業前6ケ月の平均賃金では、   
必ずしも船員の賃金の平均を示   
さないケースもあるので、給付の   
基礎としては標準報酬方式の方   
が、妥当性があるのではないか。  

3 船員は乗船時と下船時の貸金が   

大きく異なることから、失業前6ケ   

月の賃金の平均では、きちんとした   
船員の貸金が反映されないのでは   
ないか。  

→ ノ家屠蘇鎗制度で憬．虎栗眉甚助切   

賃金の虜合掌鰍筋ああるので、   
炭／こ靡勝野βケノダの平働j適当で   

ないなら／プこ彪貞の劇β鱈の≠酪家か   

ら鮒すること邑考慮られ∂。   

4 高年齢雇用継続給付の利用率は   
船員の方が圧倒的に少ない。  

3 給付の基礎となる日額につい   

ては、雇用保険の計算方式に合   
わせるのが原則ではないか。  

4 上記1を前提とするならば、高齢雇用   

継続基本給付金及び高齢再就職給付金   
の年齢要件については、60歳以上65   

歳末満とすることが適当ではないか。   

5 保険料の算定基礎となる報酬につい   

ては、船員を雇用する事業者は既に雇用   
保険の適用事業所になっている事業所   
が大半と思われることから、徴収に係る   
事業所の事業主負担の軽減等の観点か  

5 保険料徴収の基礎となる報酬   

額についても、雇用保険の計算   

方式に合わせるのが原則ではな   

いか。   

5 船員の給与実態等を踏まえ、船   

員保険の標準報酬方式を維持す   
ることが適当ではないか。  

5・船員の給与実態等を踏まえ、船員   

保険の標準報酬方式を維持するこ   
とが適当ではないか。  
・標準報酬の上限（現在98万円）   

を超えている船員もいることから、  



事務的打合せでの主な意見  

点  
一般被保険者側  一般使用者側  船舶所有者側  被保険者側  

賃金総額方式とすると、保険料負担   
が増える場合がある。   

・賃金総額方式と標準方式でどの程   
度の差があるのか。貸金総額を使用   
することにより、保険料が青天井に   
なるのではないか。  

→ シヾユレーン／タン／ばLてい′ない   

が、雰彦、卿の上ノ野／こある1貯   

炭勝者ば全勝のJ％虜であク、上ノ野   

を広‘／ブること／こよっ丁、ノ看い頑厨に   

冴当する者の訝準裁き野の靡カj見好   

綾餅す‾る。   

【その他】  
（失業部門の保険料率について）  

・失業部門の積立金が約200億円   
に上る現状を踏まえ、保険料率を引   
き下げるべきではないか。  

→ 床顔料よク崩‘／こ、厳粛の願とL   

T斉靴家全体－の棚み仁ついて鹿に   

慮諒する必要凄j、ある。   

・過去に積立不足があったときに保   
険料率を上げ、給付を引き下げてき   
た経緯があり、その結果約200億   

の貯金ができたが、これは単純に取   
りすぎであり、貯金が貯まった分、   
保険料率を引き下げるという考え   
もあるのではないか。   

・失業部門の保険料率については統   
合以前の問題であり、この間題につ   
いてわ議論の場を用意すべき。   

・統合前に料率を引き下げることに   
ついて十分検討すべき。船員保険は   
弾力条項が発動されていないため、   
保険料率が高止まりになっている。   

（適用範囲について）  

・国土交通省が所管している船員関   
係の法律はどうなるのか。  

ら、雇用保険の賃金総額を使うことが適  
当ではないか。  

（適用範囲について）  

・現在、船員保険の対象となって   
いる者については、陸上の保険の   



事務的打合せでの主な意見  

論  点  
船舶所有者側  一般被保険者側  一般使用者側  被保険者側  

適用となるように、ギャップがあ   

るならば何らかの措置をしても   

らいたい。  

→ 虜ヒ貞の劇貞プ皆の虜点から射   

してみる。   

・現行の取扱いで船員保険の適用除   
外となっている者は、統合後も、   
雇用保険の適用除外となるのか。  

→ 威力適用靡舛／こなるが、虚卿   

符膠炭傑靡者やβ雇労励粛床炭者   
仁彪当L得る凄諺j、いる。   

・現在、失業部門の適用除外となっ   
ている船員について、雇用保険制度   
上の取扱いはどのようになってい   
るのか。  

→ 斉′者卵の題二眉顔舛ときれてい   
る着で邑、彪貞深慮の彪の卵でぼ   
粛床虜者となク得るが、鹿骨床靡で   
ば、彪貞尿虜の粛探勝者／ま抑   

てこ‘あ5√   

・制度の統合によって、現在、失業   
部門が適用となっている者につい   
ては、引き続き適用となるのか。  

→ 夢在遺骨きれ丁いる者／ごついて   

ば、夕／き磨き鹿骨きれ∂こと仁した   

い。   

・ 5人未満の船員を雇用する船舶所   

有者の場合等現在の船員保険で強   
制適用となっている部分について   
は、移行しても適用とすべきではな   
いか。  

→ 厨貞の忍β姪の虜．窟から炭対し   

てみる。   

・FOC船に乗り組む日本人船員も   
雇用保険に強制加入とすべきであ   
る。  

→ 卵の′分局元事業＿主せのノ屠眉厨   

屏が廊炭↓ている彦倉ば雇用深厚   
の腰尉象となる。   

・個人事業者と同居の親族の取扱い   
について。統合後はどのようになる   
のか。  

→ 虐溜傑虜滋でば、労傲家準彦とノ野  



事務的打合せでの主な意見  

点  
一般被保険者側  一般使用者側   船舶所有者側  被保険者側  

虜∴祈蓼着でばないという靡冴をL   

て1放屏LTいないので、ノ紆合すプ乙ぼ   

そのように解節する。彪ゝ貞床炭彦で   
め、雰産－ノ野C願でぼないかと居   

ク。   

（期間通算について）  

・雇用保険制度への統合後は、船員   
保険の被保険者であった期間との   
通算は行われるのか。  

→ その予定である。   

（失業認定等業務の遂行について）  

・雇入れ時の未加入の確認の仕組み   
等失業認定等に係る業務の在り方   
はどのように変わるのか。  

→ 貞男厨居や戯美原分留男顔遷皆  
／こ頗る夢行の仕粛み朋公為碇茅   

屋三屋：所諺j呈とLて巣窟ノを変ぎする   

ことば符／ご孝之ていない。   

（雇用保険制度見直しとの関係につ   

いて）  

・雇用保険制度自体が見直しを議論   
しているが、船員保険の検討におい   
ても、雇用保険における議論の状況   
を頭に入れた上で議論すべきでは   
ないか。  
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事務的打合せでの主な意見  

点  
被保険者側   船舶所有者側   一般被保険者側   一般使用者側   

〔職務上疾病部門〕  
l 

i給   

J  l  J   

部分についての保険者となるのか。  
・労災にも健康保険にも認定されな   
いようなケースがあるように、独自   
給付が労災と異なる所で支給され   
る場合に、そのようなケースが生じ   
ないようにすべき。   

2 移送費は平成6年の法改正にお   
いて現物給付から現金給付へと変   
更した纏緯があるが、今般あらため   
て現物給付化するのであれば、平成   
6年当時の改正理由を検証すべき   

ではないか。  
→ 虜老身／ごプ訝る一再戌∂牢の皮二百ぼ、  

／野牢のj観厨床廃疾好と併せ丁行   

メフれた邑のだが、朗床醜穿にお   
い丁ば、戯務上疾ノ痺と戯務郊庚プ狩と   
で兵．をる靡磨いをLTい∂ことを   

ノ静まえ今麒1戯務上廃痺／ごついて   

ば卜者災猟鎗制度せ周牒∴好物紆付   
とLTの皮靡いとすちこととL美   

3 下船後3月の療養補償は船主の   
災害補償責任であり、職務外の給付   
を行う公法人が給付を行うとすれ   
ば、整合性の問題を解決する必要が   
あるのではないか。  

→ 一費眉を劇＿喜劇墳起としているこ   

とについで／ま、今度あ≦変点るつ邑ク   

ばノない。  

険の被保険者に限られる部分）は、独自  

に支給する仕組みが必要ではないか。  

2 船員保険の移送費については、労災保   

険では療養補償給付の中に含まれる移   
送に相当することから、一般制度と合わ   
せてはどうか。  

3 下船後3月の療養補償については、I   

LO条約に定められた給付であること   

から、存続させることが必要ではない   
か。ただし、職務外疾病に係る給付であ   
ることから、労災保険ではなく、公法人   
に移管する職務外疾病部門から支給す   
る仕組みとすることが適当ではないか。  

【現金給付一般】  
4 給付の基礎となる日額については、一   

般制度と同様に給付基礎日額（労働基準   

法第12条で定める方法により計算さ   

れた平均賃金）とするか、標準報酬とす   

るか、失業部門も含めた検討が必要では   
ないか。  

4・現行の標準報酬方式を維持すべ   

きではないか。給付基礎日額を用   
いた場合とどのように違ってく   
るかを示すべき。  
・船員労働においては、長期の労   
働時間と長期の休暇という特殊   
性があることに留意すべき。  

4 現行の標準報酬方式を維持すべ   

きではないか。給付基礎日額を用い   

た場合とどのように違ってくるか   

を示すべき。  

4 統合後においては労災の給付   

基礎日額方式とすべきである。   



事務的打合せでの主な意見  

点  
被保険者側  船舶所有者側  一般被保険者側  一般使用者側  

【傷病手当金】  
5 傷病手当金は、療養中の生活保障を   

行うものであるという給付の性格にか   
んがみ、一般制度と同様に、賃金が支払   
われている期間は支給しないこととす   
ることが適当ではないか。  

5 漁船のように歩合給で事後的に   

清算されるような場合、どのような   
取扱いになるのか。  

→ 見好床炭彦／ご基づぐ休者（槻ノ   

ノ紛付ば、休着をしrいるメ掛野／こ対L   

て責務われるるのであク、榔威■   
の一芳動軌野／こ対する賃金が亭■炭βク  

／こ支凌；われたからといって、j敬啓を   

行づあのでばなり   

6・労災の場合との調整率の違いはど   

のような理由なのか。  
・厚生年金の障害手当金との調整は   
どのようになっているのか。  

→ 彪眉尿靡■の題材と贋害厚生年金   
筈との棚暫／ごついてぼ、労災   

床炭の厨付と摩書厚一生年金等‾の併   
潜粛啓のノ古顔／こかんがみ、虜＼貞深   

慮、厚生年金頻度及び）野居年金の   

′支繍をj碁／ご摩二止率を居め、   

ノ鎗付顔ノご停止率を．乗CT得た靡に   

摺当する部分の＿支倉を停止する方   

顔を願っ丁いる。  
鹿屋が空でているの／よプ隼止率を   

鼻上労傍切炭慶ば謝する靡／こ   

それぞ才乙の都度の二若厨磨‾を基／こL   

㌃いゑためであゑ  

6 同一の傷病を理由として障害厚生年   

金等が支給される場合における傷病手   
当金の支給停止については、労災保険の   
併給調整にかかる取扱いの方が支給額   
が高いという違いがあるが、労災保険に   
おける取扱いと合わせてもよいのでは   
ないか。  

【葬祭料】  
7 葬祭料の額については、船員法におい   

て葬祭料の額が規定されていることか   
ら、現行の船員保険と同じ取扱いとする   
ことが適当ではないか。その額が労災保   

険における葬祭料の額を上回る場合に   

は、船員保険の被保険者に限った措置と   
なることから、少なくともその差額は独   
自に支給する仕組みが必要ではないか。  
受給資格者については、一般制度と同様   
に葬祭を行う者としてはどうか。  

7 社葬が行われた場合等考えれ   

ば支給が妥当とされるケースも   
あるのではないか。  

7 労災保険においては、場合によっ   

ては船舶所有者が葬祭料を受ける   
ことになるのはおかしいのではな   
いか。  

一→ j葬祭料の安毅資好者仁ついrぽ、   

その対象を発芽顔靡戯度■とノ野炭／こ   

射した易合であっても、＿実節汐仁   

紘従来船貞疾風姿／エおいて者窟質   

感者ときれ丁きた麒が慶発きれ   
る邑のと孝之られノ大きな倣生   
じないので／まないかと考点られる。  
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事務的打合せでの主な意見  

点  
一般被保険者側  一般使用者側  船舶所有者側  被保険者側  

【保険料】  
8 保険料の算定基礎となる報酬につい   

ては、一般制度と同様に賃金総額とする   
か、標準報酬とするか、失業部門も含め   
た検討が必要ではないか。  

8・船員の給与実態等を踏まえ、船   

員保険の標準報酬方式を維持す   
ることが適当ではないか。また、   
貸金総額方式とした場合、標準報   
酬の上限を超えている者は保険   
料負担が増えるのではないか。  
・船員労働においては、長期の労   
働時間と長期の休暇という特殊   
性があることに留意すべき。  

8 統合後においては労災の賃金   

総額方式とすべきである。   
8・船員の給与実態等を踏まえ、船員   

保険の標準報酬方式を維持するこ   
とが適当ではないか。また、賃金総   
額方式とした場合、標準報酬の上限   
を超えている者は保険料負担が増   
えるのではないか。  
・給付の基礎となる金額について   
は、労働基準法第12条で定める方   

法により計算された平均賃金が用   
いられるが、船員法において同条は   
適用除外とされているので、なじま   
ないのではないか。  

→／紛付の碁勝とな風靡は「炭劇度   

と何窟／こ鼻金をノ労いるべきと孝之   

るが、その算定方蔭につい丁／ま炭厨   

の余劇ばあゑ   

9 メリット制をこのまま船員につ   

いて適用するのは問題ではないか。  
9 労災保険料のメリット制については、   

業務災害に係る保険給付や特別支給金   
を対象としているが、災害防止の努力を   
促すというメリット制の趣旨にかんが   
み、対象とする給付等を含め、全て一般   
制度に合わせることが適当ではないか。  

【その他】  
（適用範囲について）   

適用事業の整理をどのように考  
えているのか。  
→ 厨々の享者／ごついて、草薮書と   

虜眉との屠／こ疫脚力j潜めら   

れ∂虜倉、当■房事着ば儲眉事業ノ   
仁斎ぎする。  

【その他】  
（適用範囲について）  

・ 労災保険には被保険者概念がな   
く、船員保険には適用事業という概   
念がないという構造の違いをどう   

整理するのか。   

・一般制度と統合した際の保険関係   
（船員保険の被保険者が労災保険   

法上の労働者性を有することの担   
保等）について、整理が必要ではな   

いか。  
→ 厨々の事業仁ついて、事業主と威し   

＿貞とのノ野／ご度二留原併メj潜められる   

拶倉、当鰍／適二眉事業ソに彦   

きす尻  
また、朋底磨－J．条者■Jろ酢こ兇ぎ   

する朋払／贋紺として二彪ヒ貞尿炭の  



事務的打合せでの主な意見  

点  
一般使用者側   一般被保険者側  船舶所有者側  被保険者側  

虜劇解凍勝者とな∂が、この炭深慮   
着たる剋貞紘．基本プ妙にば斉彪基準   

彦夢タ一条及び労ガ頻度彦屠β桑／こ   

鹿屋する／二者靡者ノ／こ診ぎする。   

・今まで船員保険によってカバーさ   
れていた船員について、統合によっ   
て適用漏れが生じないようにすべ   

き。  
→ 今風貞床靡の冴床虜者となっ丁   

いる者メj還御とならないよぅ  
／こ鮒すべきと・考点ている。   

・FOCに乗り組む日本人船員につ   
いては現在の船員保険の取扱いど   
おり、強制加入とすべき。また、5   

人未満の船員を使用する船舶所有   
者の場合も、適用が緩和されること   
のないようにすべき。   

・マルシップに乗り組む外国人船員   
については適用対象とならないこ   
との法的な説明をすべきではない   

か。   

・労災保険に統合した場合に保険関   
係成立の届出の義務が生じるが、届   
出書の記載欄のうち「所在地及び名   
称」、「事業の概要」及び「事業の種   
類」にはそれぞれどのように記載す   
ればよいのか。  

→ 彪■倉の靡／ごどういう手′紆をする   

か、どぅいう。芳彦とするかば今度炭   
めていきたい。   

・職務上・外の認定基準、職務不能   
の認定基準及び通勤災害の認定基   
準について船員保険と一般制度と   
で差異がないか否か、確認すべき。  

→ 露基準の差異仁ついて虻、ば彦   
訝したい。   

・障害等級の定義について、船員保  
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事務的打合せでの主な意見  

点  
一般使用者側   一般被保険者側  船舶所有者側  被保険者側  

険と労災保険とで差がないか。  
→ 屋賓ばない   

・一般制度の適用に関係する労働基   
準法、労働安全衛生法等の法令と、   
船員法等における船員の労働関係   
規定と異なる点を認識した上で給   
付を行うべきではないか。  

一→ 彪離抑ごついて／よ、磨窟する必   

要があると考点ていゑ   

・保険者は事業主からの費用徴収に   
当たって、船舶における法令違反の   
事実をどのように調べるのか。   



事務的打合せでの主な意見  

論  点  
一般使用者側  一般被保険者側   船舶所有者側  被保険者側  

〔職務上年金部門〕  
【総論】   

統合後に発生した労働災害に係る給  
付については、労災保険法に基づき、額  
の算定、支給日数、併給調整等を行うこ  
ととし、従来の船員保険と差額等が生じ  
る場合は、その存続の必要性を検討し、  
存続させる場合には独自に支給する仕  
組みを検討すべきではないか。  

【総論】  
・労災保険制度の枠外で独自給付を   
行う場合、全国健康保険協会か、そ   
の他の公法人か、いずれの主体が給   
付を行うのか。また、その際に独自   
給付に係る保険関係はどうなるの   

か。  
→ 庶人の磨辟／ご厨してば、穿在、克   

彦壷でああ   

・健康保険を扱う公法人で職務上の   
上乗せ給付を行うことは可能なの   

か。  
→ 慮虜床靡潜その彪の彦塵フ翠ば必   

爵だが、屠蘇上．無智ということば凄   

い。  

【給付の基礎となる金額】  
1 給付の基礎となる日額（又は月額）に   

ついては、一般制度と同様に給付基礎日  
額（労働基準法第12条で定める方法に   

より計算された平均賃金）とするか、標  

準報酬とするか、失業部門、職務上疾病   
部門も含めた検討が必要ではないか。  

1・現行の標準報酬方式を維持すべ   

きではないか。給付基礎日額を用   
いた場合とどのように違ってく   
るかを示すべき。  
・船員労働においては、長期の労  
働時間と長期の休暇という特殊  
性があることに留意すべき。  

1 現行の標準報酬方式を維持すべ   

きではないか。給付基礎日額を用い   
た場合とどのように違ってくるか   
を示すべき。   

支給月数と日数に大きな差がな   
くとも、船員保険の標準報酬と労災   
の平均賃金には違いがあり、年齢階   
層別の上限に大きな差が生じるの   
ではないか。  

→ どのぐらい屋が出るか示したい   
と孝之丁いる。ただL、ノ紛付の屋膠   

の崩穿とLて、労災顔鮒好／こ合わ   

せた潜付．碁屠β厨を皮膚ナること   

邑念虜7こ置ぐべき。  

【障害年金（障害（補償）年金又は傷病（補  

償）年金）】  

2 船員保険の障害年金と労災保険の障   

害（補償）年金では、労災保険の支給日   

数に合わせてはどうか。  

2 支給開始から1年6ケ月を経過   
した場合、労災保険の場合は障害年   
金が職権適用されるが、船員保険の   
場合は傷病年金の支給を被保険者   
が請求することとされている。この   
ような違いをどう整理するのか。  
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事務的打合せでの主な意見  

被保険者側  船舶所有者側  一般被保険者側  一般使用者側  

【障害手当金（障害（補償）一時金）】  

3 船員保険の障害手当金と労災保険の   

障害（補償）一時金では、労災保険の支   

給額を上回る場合には、その差額は独自   
に支給する仕組みが必要ではないか。   

4 障害前払一時金（障害（補償）年金前   

払一時金）については、本来、年金で支   

給すべき給付について、請求者の選択に   
より一時金として支払うものであり、労   
災保険の取扱いにあわせてはどうか。  

3 統合後は、一般制度と同じ給   
付率とすべきではないか。  

4 船員保険から一般制度に移行す   

ることにより、弾力性が狭まるので   
はないか。  

→ 威し尿の虜倉、長讃磯寝瀕攣鳩械傍   
顔勿2百～4βノ百分、∂ケノ冒単位の   

遜新となるが、芳井／ま紛〟二基潜β顔   

のJ∂β～Jβ4ロβ分、2（＝フβ   

単位の願となる。  

【遺族一時金（遺族（補償）一時金）】  

5 船員保険の遺族一時金と労災保険の   

遺族（補償）一時金では、労災保険の支   

給額を上回る場合には、その差額は独自   
に支給する仕組みが必要ではないか。  

5 当該被保険者により生計を維持   

している受給資格者が1人の場合   

の支給目数について、船員保険と一   
般制度とで大きな差があるのでは   
ないか。  

→ 二告一群摩摩2人左√上の拶倉ノ甘′蒼が   

ぽとA／どないため、登′訊経符J人の   

虜倉邑、芳井顔炭の＿支窟β身仁合わ   

せるという腰凄皆↓ている。  

【積立不足の償却】  
6 積立金の考え方を労災保険に合わせ   

た場合の積立不足については、現行の制   
度において不足額の圧縮等の措置を図   
った上で、早期に全額償却する方法につ   
いて、検討し確定するべきではないか。  

6 過去の厚生年金の例だけでな   

く、三公社の労災への統合の例   
も含めてスキームを検討するべ   

きなのではないか。  

6・過去債務分については、労災保険封6   ・船員保険の充足賦課方式への移  
行に伴う過去発生債務の償却率  
は、一般制度と同様（0．1％0）と  

すべき。  
・積立不足の原因は船員保険の加  
入者数が減少したことによるが、  
その減少分が直接又は間接的に  
一般制度に流れたことを考える  
と、積立不足をすべて船主側で償  
却するのには不公平感がある。  

6・厚生年金への統合の際には償   

却額は出身殴体が償却している   
が、なぜ労災についても同様の   

考え方を取り得ないのか疑問。  
・平成元年の充足貝武課方式への  

転換と異なり、今回は別の保険  
集団の統合であるため、他の制  
度において発生した債務を一般   
制度の事業主が負うのは適当で   
ない。   

制度との統合後に新たに加入した   
海運業者等も同様の保険料率で負   

担することとなるのか。  
→ 勿スの嘲／こノ労わクなぐ、周じ顔   

廃貨／野の中でノ同仁．水準の対率を貞   

超Lて邑らうこととなると考ズ丁   

いる。  
・積立金の償却の議論に際して、現   
行の制度に於いて福祉施設の見直   
しの議論を絡めるべきではない。  

【その他】   
長期給付等の時効の取扱いについ  

て船員保険と労災保険とで差があ  

【その他】   
過去発生債務に対する積立相当  

額、平成16～17年に各年度32％。、  
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被保険者側   船舶所有者側   一般被保険者側   一般使用者側  

るが、今後どう取り扱うのか。  更に平成元年～平成15年まで各  
→貰占野の運眉の在ク／オ仁ノ野らLて  

療慕〃ノたいと考＿之ている。  ．実行した。一般産業に比べ、多額  ‖   

l  】   
の支払いを実施してきた。   

日本の社会構造の変化として一  
般陸上産業でも応分の負担をお願  
いしたい。   

厚生年金の統合に於いては、厚  
生年金第3種被保険者と同等額  

を積み立てたのであって、公平な  
負荷であった。今回についてもー  
般産業と同等の負荷にしていた  
だきたい。   
海運事業者において船員以外の  

陸上従業員は一般労災に加入し  
ており、他産業で発生した労災を  
共同で償却している。ところが同   
じ会社の船員については共同償  
却の対象とされていない。   
雇用保険の料率については現在  

の給付に必要となる負荷率をは   
るかに超える陸上雇用保険の料  
率を適用するとの考え方が示さ  
れた。   
項目によって高い料率だけを適  

用することは公平感に欠ける。  
・積立不足額の償却については、  
過去に三公社民営化に際して、そ   
の共済制度の一般制度への統合   
に当たって行われた様々な支援  
策に倣って、陸上労災が過去に積   
立不足の際に行った様に、全業種   
が共同負担するような救済策を  
講じられるべき。  
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論  
事務的打合せでの主な意見  

点  
被保険者側   船舶所有者側   一般被保険者側   一般使用者側   

〔職務外疾病部門〕  
（職務外疾病部門全体について）  

l  

ト職務外疾病部門については、健康  l   l   l  i   

保険と統合せず、独立した制度とし  
て残るのであるから、そもそも制度  
の内容を変える必要はないのでは  
ないか。  

【傷病手当金】  
1傷病手当金の待期期間（3日間）につ   

いては、一般制度においては設定されて   
いることからと同様に設けることとし   
てはどうか。  

その場合、現在は労使折半の負担によ   
り給付を行っているが、「海員の疾病、   
傷痍又は死亡の場合に於ける船舶所有   
者の責任に関する条約（第55号）」に   

おいて、職務上・外に関わらず船舶所有   
者は船員が疾病又は傷病により労務不   
能の場合には、給料の全部又は一部を支   
払わなければならないこととされてい   
ることから、待期期間（3日間）につい   

ては、船舶所有者のみの負担により、独   
自に給付する仕組みが必要となること   
についてどのように考えるか。   

2 傷病手当金の支給期間は3年とされ   
ているが、ILO条約においても26週   
又は180日とされており、また、療養   

開始から1年6月経過した日において   

障害が残っている場合には障害厚生年   
金が支給されることから、一般制度と同   
様に支給期間を1年6月としてはどう   

か。   

3 傷病手当金は、療養中の生活保障を行   

うものであるという給付の性格にかん   
がみ、～般制度と同様に、賃金が支払わ   

れている際は支給額を調整することが   
適当ではないか。また、その場合、乗船   
中の給付制限の規定について見直す必   
要があるのではないか。  

1 職務外疾病については健康保   

険（一般制度）に合わせる必要   

は必ずしもなく、労使の合意の   
もと決定すればよいのではない   
か。  

1 待期期間を設けるとしても、そ   

の期間に係る給付の負担は今ま   
でどおりの労使折半のままでよ   
いのではないか。  

2・現在、船員保険と健康保険で支給   

期間が異なっている理由を明確に   
すべき。  
・支給期間を1年6月にしたときに、  

ILO条約との実質的同等性が損   
なわれないのかを確認すべき。  

3 生活保障を担保できるというが、   

障害手当金や障害厚生年金3級程   

度の水準では、生活保障の担保には   
ほど遠いのではないか。  
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事務的打合せでの主な意見  

点  
一般使用者側  一般被保険者側   船舶所有者側  被保険者側  

【運営主体】  
4 運営する公法人については、事務の効   

率性、事務コストの軽減等を考慮した場   
合、一般制度である健康保険を運営する   
全国健康保険協会で運営することも選   
択肢の一つであるが、独自の公法人で運   
営することについても検討が必要では   

ないか。   
いずれの場合においても、適用・徴収   

については、健康保険と同様に年金運営   
主体で厚生年金と一体的に実施するこ   
ととしてはどうか。  

4・独自の給付休系を維持するの   

であれば、独自の運営主体を持   

つことが有力な選択肢ではない   

か。  

・保険者による保健事業の義務   

化について、船員グループとし   

ての実施もありうるのではない   

か。  

4・運営主体については、全国健   

康保険協会が保険者として実施   

する方法と独自の公法人が運営   

する方法との2とおりが考えら   

れるが、独自の公法人が運営す   

ることが望ましいのではない   

か。  
・独自の公法人が運営主体とな   

り、全国健康保険協会に実務を   

委託するという方法も考えられ   

るのではないか。  

4・運営の効率性を重視すべき。一   

般管理費等の運営コストを示し   
てもらいたい。  
・効率的な運営を維持するために   
どのような給付が必要であるか   
も見えてくるのではないか。  
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事務的打合せでの主な意見  

点  
一般被保険者側  一般使用者側  船舶所有者側  被保険者側  

〔福祉事業部門〕  
（福祉事業全体について）   

船員の独自性を強調されると、  
一般事業との連帯感が損なわれる  
のではないか。  

（福祉事業全体について）   

現状ありきではなく、個々の事業  

を精査の上、存廃について議論すべ  

きであり、現状維持という前提で考  

えるべきではない。  

（福祉事業全体について）  

・労災保険制度及び雇用保険制度との  

統合後も、現行どおり続けるべき。  

【船員保険の福祉事業と労働福祉事業に  
関する論点】  
1就学等援護費の支給、整形外科療養の   

実施、未払賃金立替払いについては、労   

働福祉事業における同様の事業の範囲   
で、船員も対象とすることとしてはどう   

か。   

2 船員災害防止協会で行っている事業   
について、労働福祉事業を財源とするこ   
とについて、どう考えるか。  

なお、労働福祉事業は、行政改革推進   
法の規定も踏まえ、現在、廃止も含めた   
見直しが行われることに留意が必要。  

1 船員保険の福祉事業と労働福祉   

事業との違いがあるのか。  
→ 鹿学虜葉芽、庚必賃金虚摩／ごつい   

丁ばノ野じ支給水準だカj＼農耕．科療   

者／ごつい丁ば若干の違ケ㌧   

2 船員災害防止事業は船員災害防   
止のための事業を行っており、ま   
た、船員雇用促進事業についても、   
船員に対する技能訓練等の事業を   
実施している。  

いずれの事業もすぐに結果が現   
れるものではないが、長い目で見れ   
ば不可欠なものである。  

それぞれ、船員の独自事業として   
引き続き実施すべきではないか。  

【船員保険の福祉事業と雇用保険三事業  
に関する論点】  
3 移転費については、雇用保険では給付   

費として支給しており、一般制度に合わ   
せることで問題はないのではないか。  

3 通学が不可能で寮に入って職業   

訓練を受けるような場合、交通費も   
含めて移転費の給付がなされるの   
か。  

→ 屠蘇費仁つい丁ば、公共磯煮安定   
ノ努の鰐示仁基づい千野音訓腐哲．安   

げる夢倉／こ支給きれ∂めのである。   

彪男顔靡カーらの厨倉／こ着たっ丁／ま、   

ノ鉛貞鵬努に炭み孝之ること   
となるであろうが、その者斉唐示が   
あったということであ．れ甜き   

れ∂ことと′な∂。  
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事務的打合せでの主な意見  
論  点  

一般被保険者側  船舶所有者側   一般使用者側  被保険者側  

【公法人で実施する福祉事業に関する論  
点】  
4 無線医療センターの運営や洋上救急   

医療援護事業については、船員に対する   
職務上の疾病・負傷に対する援護事業で   
あるが、船員独自の事業であることか   
ら、公法人の事業として実施することと   
してはどうか。  

4 無線医療センターの運営や洋   

上救急医療援護事業については、   
国の事業として実施すべきもの   
ではないか。  

一→ いダミれ邑必＿要せ邑のであるが、   

臭凝壬伊についで／ま、この拶てう碧   

ノ窟すべきと一考ズ丁いる。  

5・現在、労働福祉事業及び雇用保険   

三事業について見直しが行われて   
いる中で、財源を三事業に移すこと   
には不安がある。  
・仮に福祉事業を労災保険制度及び   
雇用保険制度に統合した場合、船員   
を対象とした福祉事業の必要性等   
の評価を労災保険制度及び雇用保   
険制度のそれと同一の枠組みで行   
うのには無理があるのではないか。  

→ 贈の藍夢／ゴ粛な膠だが、睾‾  

。若の鼻穿鱈あか∠／がみて炭対する   

ことメj必易  

5 労働福祉事業及び雇用保険三事業で   

実施できない事業については、その必要   
性を精査した上で公法人の事業として   
実施することとしてはどうか。  

【福祉施設等に関する論点】  
6 福祉施設等については、別途、船員保   

険事業運営懇談会の場で議論すること   
としてはどうか。   

【その他】  
7 国が行っている補助事業については、   

事業の見直しを行い縮小していくこと   
が求められており、関連する法令の差異   
に留意しつつ、船員災害防止協会に対す   
る補助及び日本船貞福利雇用促進セン   
ターに対する補助についても、事業の見   
直しが必要ではないか。  

6 ここでいう「福祉施設等」には病   

院及び診療所も含まれるのか。  
→ 倉£れゑ  

7 福祉事業を再検討するに当た   

って、事業の評価や実施してい   

る団体の財務状況等検討材料を   
提示してもらった上で検討すべ   

き。  

7・福祉事業の実施団体の意見を直接   

聞く必要はないのか。  

16   



船員保険の運営主体の在り方について  

O「船員保険制度の在り方に関する検討会報告書」（平成17年12月14日）（抄）   
（船員保険の）職務上疾病・年金部門については、労働者災害補償保険及び雇用保険制度に相当する部分   

を、それぞれ一般制度に統合するとともに、船員保険のその他の部分については、国以外の公法人で実施す   

ることを基本とする。  

O「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）  
平成22年度を目途に、船員保険事業のうち健康保険制度に相当する部分は、社会保険庁改革に伴い発足   

する新たな公法人等に移管する。  

O「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の堆進に関する法律」（平成18年法律第  
47号）第22条  
船員保険特別会計については、同特別会計において経理されている事務及び事業並びにこれらに係る制度  

の在り方を平成十八年度末までを目途†こ検討するものとし、その結果に基づき、当該事務及び事業のうち労働  
者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号。次条第一項において「労災保険法」という。）による労働者災  
害補償保険事業又は雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による雇用保険事業に相当する部分以外の  

部分の健康保険法（大正十一年法律第七十号）第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会その他の公  
法人への移管その他の必要な措置を講じた上で、平成二十二年度までを目途に、労働保険特別会計に統合す  
るものとする。  

＝、：・  現行の船員保険事業のうち、労災保険制度及び雇用保険制度に相当する  
部分以外の保険運営を担う、新たな運営主体についての検討が必要   



運営主体の在り方を考える上での視点  

○ 労災保険及び雇用保険に統合する部分以外の新たな船員保険の実施主  
体を考える上では、以下のような要素を勘案することが必要。  

■ILO条約及び船員法によって規定されている船員労働の嘱殊性を  

業等の実施  踏まえた保険給付や保健  

務を効率的に実施   

関する被保険者、船舶所有  等の関係者の意見   ■ 運営主体  



公法人による保険運営  

○ 国から独立した保険運営の具体的な手法として、行政改革推進法の  
規定等にもあるとおり、公法人による保険運営が考えられる。  

○ 公法人で保険運営を行う場合の形態については、  

・全国健康保険協会（政府 保険の運営主体）を保険者とし、同   
協会において保険運営を実施する  

を設立  人  たな公   

を実施する  

等が考えられる。  

○ なお、いずれの法人で保険運営を行う場合も、  につい  

ては、事務の効率性等にかんがみ、公的年金の運営主体において行う  

ことが適当と考えられる。   



今後の保険給付の実施体制（イメージ）  

（現行）  （B案）独自の公法人により実施  （A案）政管健保公法人により実施  

一般制度に統合する部分以外の船員保険の  

保険者について、新たな公法人を設立し、当該  

法人において保険給付その他の保険運営を実  

施する。   

一般制度に統合する部分以外の船員保険の  

保険者を全国健康保険協会とし、同協会にお  
いて保険運営を実施する。  



船員保険事務実施体制の比較  

童画捜索席疲極貧を保薩寿と肇毒草富 漸たな褒湊末輩車重じ涙顔拳套拳亭皐針 

○船員保険関係者の運営委員会を設けたとしても、   ○運営委員会（仮称）において、船員保険の関係者  

組織運営の体制  その意見が法人の組織運営にどの程度反映される   （船舶所有者、船員）の意見を反映した自主自律の  

か。   組織運営が可能ではないか。   

適用・徴収業務の  
○年金組織において実施   

体制  

○給付を行う保険者として、個々の給付に係る決裁  
支給窓口事務の体  

○各都道府県の支部を窓口として申請を受け付ける。  は公法人が行うこととなるが、その実施体制をどの  
制  

ように考えるか。   

保健事業   
○各支部において政府管掌健康保険の被保険者向   ○船員独自の健診の実施体制を検討する必要があ  

けと同様の保健事業を実施するか。   る。   

○健康保険の事業を実施する法人において、船員の  

福祉事業  ニーズに合致した福祉事業を実施することがどの程  

度可能か。   



参考資料  

船員保険の業務取扱に必要な経費（平成18年度予算卓）  

事務取扱に必要な経  
寮費密獲簸   費   船員保険の適用、徴収及び給付に必衰な経費   

・制度への加入手続き、被保険者証の作成等にかかる経費  合 計   

主な串泰   
・職員給与等にかか  

る経責  
・仮険料の納入告知書の作成・送付等にかかる経費  

■ 年金給付及び傷病手当金等の審査・支払等にかかる経責   

食敵恥   1，514，794   227，146   1，741，940   

※1このほか、社会保険オンラインシステムの運用に必要な経貴として75，658千円、（財）船員保険会に委託している   
保健事業に係るシステム経章として5，076千円を計上。  

※2これらに加えて、公法人発足時においては、船員保険の事業を実施するための新たな業務システムの開発経糞が別途   
必要となる。   



各都道府県における被保険者数の分布（平成15年虚実績）  
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各都道府県における船舶所有者数の分布（平成15年度実績）  

（事業所）  
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各地方社会保険事務局等における現金給付の支給決定の状況（平成15年虚実績）  
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4  



各地方社会保険事務局等における船員保険関係業務職員数の状況（平成18年度予算）  
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※このほか、社会保険庁（本庁）及び業務センターにそれぞれ19名、4名を配置。  



船員保険の職務上年金部門の積立不足額の償却の在り方について  

1 積立不足について   

財政方式の違いにより、船員保険を労災保険に統合する際（平成21年度末時点）の移換金が  
約2，100億円必要となり、当該部門に係る積立金が約700億円を除いた約t400億円が不足。  

O 「船員保険制度の在り方に関する検討会報告書」（平成17年12月14日）  

ア．積立不足額の取扱い   

○ 職務上年金部門の統合に伴い、充足賦課方式による財政運営に移行するに当たっては、既裁定受給者に係る将来   
の年金給付に要する資金について多額の積立不足が生じることから、これを償却することが必要となる。  

○ 積立不足の償却に当たっては、保険料負担によるほか、現在船員保険が保有している積立金等を充当することに   
っいて、船員保険制度全体で検討する必要がある。これに関しては、積立金は船員保険制度全体で一括して管理さ   
れており、その全額を積立不足の償却に充てるべき、との意見があ・る一方、被保険者の保険料負担に係る積立金に   
ついては、積立不足の償却に限定すべきでない、との意見もあった。  

○ また、積立不足を償却するために必要となる船舶所有者の保険料負担を急激に過大なものとしないため、積立不   
足額の償却の期間等について検討する必要がある。   



2 検討会報告書を踏まえ、積立不足の償却に当たっては次のような点をどのように考   

えるか。  

○ 船舶所有者の負担を急激に過大なものとしないために、償却期間及び償却料率  
をどのように設定するか。   



（参考）  

◎被保険者数の減少を考慮した償却のための平準保険料率（積立不足額が約1，400億円の場合）  

償却期間   15年   20年   25年   

基本ケース1   53．5％0   41．9％0   34．7％0   

基本ケース2   60．9％0   48．0％0   40．0％0   

参考ケース1   46．3％0   37．2％0 31．3％0   

参考ケース2   46．4％0   38．0％0   32．6％0   

被保険者数は平成27年度まで減少し続け、平成27年度に3．5万人で下げ止まるもの  
被保険者数は平成27年度まで減少し続け、平成27年度に3万人で下げ止まるもの  
被保険者数は平成27年度に4．5万人まで減少し、そのペースのまま3．5万人まで減少したところ（平成35年度）  
で下げ止まるもの  

被保険者数は平成27年度に4．5万人まで減少し、そのペースのまま3万人まで減少したところ（平成40年度）で  
下げ止まるもの  

※ 基本ケース1  

基本ケース2  
参考ケース1  

参考ケース2  

◎見直し後の保険料率の例  

現行の保険料率   見直し後の保険料率の例   

健康保険制度   91％0 使用者側  45・5％0   91％0  使用者側  45．5％0   

（職務外疾病部門）   被保険者側  45．5％0   被保険者側  45．5％0  

労災保険制度  
72％0，使用者側負担 72．0％¢   35％0※1 

（職務上疾病・年金部門）  
使用者側負担 35．0％0   

雇用保険制度   18％0  使用者側  9．0％0   19．5％○ 使用者側 11．5％○※2   

（失業部門）   被保険者側  9．0・％○   被保険者側  8．0％○   

福祉事業等   6％○  使用者側負担  6．0％0   6％0※3 使用者側負担  6．0％0   

計   187％0 使用者側 132，5％○   151．5％0 使用者側  98．0％0  
合  

被保険者側  54，5％0   被保険者側 53．5％0   

※1平成14年度～16年度の船員保険の実績に基づき試算した料率。（平成17年11月29日「船員保険制度の在り方検討  会」に提出）   

この料率には、積立不足の償却に係る保険料率は含んでいない。  
※2 使用者側の負担には雇用保険三事業分3．5％○を含んでいる。  
※3 労災保険及び雇用保険については、保険料率に含まれる。  




